
手数料

現行 ❸改定案 増減 改定率
1 100 100 0 0% ①
2 200 300 100 50% ②
3 300 300 0 0% ⑤
4 100 100 0 0% ①
5 200 300 100 50% ②
6 300 300 0 0% ⑤

見直し区分
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

凡例
❶…条例等に定めている手数料の区分を掲載しています。
❷…条例等に定めている手数料名を掲載しています。
❸…見直し方針に基づいた改定案を掲載しています。
❹…見直した内容の区分を掲載しています（見直し区分は、上の表を御参照ください。）。
❺…原則として、手数料を所管する課を掲載しています（一部例外あり）。

国・県等の基準により裁量の余地がないもの
方針になじまないため対象外としたもの

手数料改定一覧表の見方

新たに設定するもの
他の基準で見直すべきもの
算定した結果、現行手数料から変更が無いもの
周辺自治体との均衡を図るもの
その他の理由によるもの

❷手数料の内容

●●

説明
通常の範囲内で見直したもの
激変緩和措置を適用して見直したもの

●●
●●

❶区分

●●
▲▲課

●●● ●●課

●●
●●▲▲▲

番号
手数料（円/１件当たり） ❹見直し

区分
❺所管課
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手数料

現行 改定案 増減 改定率
1 0 300 300 100% ③
2 0 300 300 100% ③
3 450 450 0 0% ⑧
4 350 450 100 29% ①
5 350 350 0 0% ⑧
6 400 400 0 0% ⑧
7 750 750 0 0% ⑧
8 450 450 0 0% ⑧
9 700 700 0 0% ⑧
10 350 350 0 0% ⑧
11 1,400 1,400 0 0% ⑧
12 350 350 0 0% ⑧
13 1,000 1,000 0 0% ⑧
14 200 300 100 50% ①
15 200 300 100 50% ②
16 300 300 0 0% ⑤
17 150 300 150 100% ②
18 300 300 0 0% ⑤
19 150 300 150 100% ②
20 200 300 100 50% ②
21 300 300 0 0% ⑤
22 150 300 150 100% ②
23 1,300 1,300 0 0% ⑥
24 300 300 0 0% ⑤
25 150 300 150 100% ②
26 300 300 0 0% ⑤
27 200 300 100 50% ②
28 200 300 100 50% ②
29 200 300 100 50% ②
30 200 300 100 50% ①
31 750 750 0 0% ⑧ 税務課

戸籍電子証明書提供用識別符号
除籍全部（個人）事項証明書、除籍謄本（抄本）、改製原戸籍謄本（抄本）
除籍記載事項証明書
除籍電子証明書提供用識別符号
戸籍届出受理証明書

印鑑
印鑑登録証の交付または再交付

戸籍

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本、戸籍抄本）

市民保険課

市民保険課

住民基本台帳等

住民基本台帳の一部の写しの閲覧

臨時運行許可

税

区分 手数料の内容
手数料（円/１件当たり） 見直し

区分
所管課

認可地縁団体
認可地縁団体の印鑑登録証の交付または再交付

地域振興課
認可地縁団体の登録証明書

番号

印鑑に関する証明
印鑑に関する証明（多機能端末機等）

市民保険課
住民票の写し
住民票の写し（多機能端末機等）
戸籍の附票の写しの交付
戸籍の附票の写しの交付（多機能端末機等）

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本、戸籍抄本）（多機能端末機等）

戸籍届出受理証明書（上質紙）
届書等情報内容証明書
個人番号カード再交付
身分証明書

戸籍に記載した事項に関する証明

税に関するその他の証明
自動車臨時運行許可申請

住宅用家屋証明申請

税務課

課税に関する証明
課税に関する証明（多機能端末機等）
納税に関する証明
固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳に記載されている事項の証明
土地、建物または償却資産に関する証明
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手数料

現行 改定案 増減 改定率
区分 手数料の内容

手数料（円/１件当たり） 見直し
区分

所管課番号

32 3,000 3,000 0 0% ⑥
33 550 550 0 0% ⑥
34 1,600 1,600 0 0% ⑥
35 340 340 0 0% ⑥
36 0 300 300 100% ③ 環境政策課
37 3,400 3,400 0 0% ⑤ まち保全課
38 1,000 1,000 0 0% ⑤
39 1,500 1,500 0 0% ⑤
40 33,900 33,900 0 0% ⑧
41 15,000 15,000 0 0% ⑧
42 86,000 86,000 0 0% ⑥
43 120,000 120,000 0 0% ⑥
44 190,000 190,000 0 0% ⑥
45 250,000 250,000 0 0% ⑥
46 370,000 370,000 0 0% ⑥
47 480,000 480,000 0 0% ⑥
48 630,000 630,000 0 0% ⑥
49 830,000 830,000 0 0% ⑥
50 6,200 6,200 0 0% ⑥
51 8,600 8,600 0 0% ⑥
52 13,000 13,000 0 0% ⑥
53 35,000 35,000 0 0% ⑥
54 43,000 43,000 0 0% ⑥
55 8,200 8,200 0 0% ⑥
56 21,000 21,000 0 0% ⑥
57 41,000 41,000 0 0% ⑥
58 82,000 82,000 0 0% ⑥
59 120,000 120,000 0 0% ⑥
60 170,000 170,000 0 0% ⑥
61 210,000 210,000 0 0% ⑥
62 290,000 290,000 0 0% ⑥

墓地改葬 墓地改葬許可証

狂犬病予防

開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

優良住宅新築

環境政策課
犬の狂犬病予防注射済票の交付
犬の鑑札の再交付
犬の狂犬病予防注射済票の再交付

犬の登録

優良宅地造成

宅地の造成に係るものの認定 0.1ヘクタール未満

都市計画課

宅地の造成に係るものの認定 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

鳥獣保護 鳥獣飼養登録票の交付手数料または更新手数料もしくは再交付

放置自転車等
返還手数料（自転車）

まち保全課
返還手数料（原動機付自転車）

宅地の造成に係るものの認定 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満
宅地の造成に係るものの認定 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満
宅地の造成に係るものの認定 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満
宅地の造成に係るものの認定 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満
宅地の造成に係るものの認定 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満
宅地の造成に係るものの認定 10.0ヘクタール以上

砂利採取
砂利の採取計画の認可の申請に対する審査

建設課
砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

住宅の新築に係るものの認定 100平方メートル以下

都市計画課
住宅の新築に係るものの認定 100平方メートルを超え500平方メートル以下
住宅の新築に係るものの認定 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下
住宅の新築に係るものの認定 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下
住宅の新築に係るものの認定 10,000平方メートルを超えるとき

開発区域の面積が10.0ヘクタール以上

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満
開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

開発許可
（主として自己の居住の
用に供する住宅の建築の
用に供する目的で行う開
発行為である場合）

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満

都市計画課

開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満
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手数料

現行 改定案 増減 改定率
区分 手数料の内容

手数料（円/１件当たり） 見直し
区分

所管課番号

63 12,000 12,000 0 0% ⑥
64 29,000 29,000 0 0% ⑥
65 62,000 62,000 0 0% ⑥
66 110,000 110,000 0 0% ⑥
67 190,000 190,000 0 0% ⑥
68 260,000 260,000 0 0% ⑥
69 320,000 320,000 0 0% ⑥
70 460,000 460,000 0 0% ⑥
71 82,000 82,000 0 0% ⑥
72 120,000 120,000 0 0% ⑥
73 190,000 190,000 0 0% ⑥
74 250,000 250,000 0 0% ⑥
75 370,000 370,000 0 0% ⑥
76 480,000 480,000 0 0% ⑥
77 630,000 630,000 0 0% ⑥
78 830,000 830,000 0 0% ⑥
79 最大830,000 最大830,000 0 0% ⑥
80 9,500 9,500 0 0% ⑥
81 44,000 44,000 0 0% ⑥
82 25,000 25,000 0 0% ⑥
83 6,600 6,600 0 0% ⑥
84 18,000 18,000 0 0% ⑥
85 37,000 37,000 0 0% ⑥
86 66,000 66,000 0 0% ⑥
87 92,000 92,000 0 0% ⑥
88 1,700 1,700 0 0% ⑥
89 2,600 2,600 0 0% ⑥
90 17,000 17,000 0 0% ⑥
91 450 450 0 0% ⑥
92 4,000 4,000 0 0% ⑥

開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満
開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満
開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満
開発区域の面積が10.0ヘクタール以上

開発許可
（その他の場合）

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満

都市計画課

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満
開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満
開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満
開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満
開発区域の面積が10.0ヘクタール以上

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

敷地の面積が1.0ヘクタール以上
開発許可

（地位の承継の承認の申
請の場合）

開発区域の面積が1.0ヘクタール未満
都市計画課

開発許可
（主として、住宅以外の
建築物で自己の業務の用
に供するものの建築また
は自己の業務の用に供す
る特定工作物の建設の用
に供する目的で行う開発
行為である場合）

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満

都市計画課

開発区域の面積が1.0ヘクタール以上
その他

その他の変更

開発許可
（建築等の許可の申請の

場合）

建築の許可の申請に対する審査（法第41条関係）

都市計画課

建築の許可の申請に対する審査（法第42条関係）
敷地の面積が0.1ヘクタール未満
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

開発許可
（変更）

開発行為の変更の許可の申請に対する審査
都市計画課

敷地の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

開発許可
（その他）

開発登録簿の写しの交付
都市計画課

第60条の規定に基づく証明書の交付
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手数料

現行 改定案 増減 改定率
区分 手数料の内容

手数料（円/１件当たり） 見直し
区分

所管課番号

93 4,000 4,000 0 0% ⑥
94 6,000 6,000 0 0% ⑥
95 12,000 12,000 0 0% ⑥
96 24,000 24,000 0 0% ⑥
97 42,000 42,000 0 0% ⑥
98 60,000 60,000 0 0% ⑥
99 440 440 0 0% ⑥
100 830 830 0 0% ⑥
101 1,060 1,060 0 0% ⑥
102 2,130 2,130 0 0% ⑥
103 3,100 3,100 0 0% ⑥
104 250 250 0 0% ⑥
105 420 420 0 0% ⑥
106 90 90 0 0% ⑥
107 420 420 0 0% ⑥
108 4,170 4,170 0 0% ⑥
109 420 420 0 0% ⑥
110 1,060 1,060 0 0% ⑥
111 90 90 0 0% ⑥
112 10 10 0 0% ⑤
113 50 50 0 0% ⑤
114 80 80 0 0% ⑤
115 100 100 0 0% ⑤
116 120 120 0 0% ⑤
117 200 300 100 50% ①
118 200 300 100 50% ①

土地の面積が3,000平方メートル超20,000平方メートル以内
土地の面積が20,000平方メートル超40,000平方メートル以内
土地の面積が40,000平方メートル超70,000平方メートル以内
土地の面積が70,000平方メートル超100,000平方メートル以内
土地の面積が100,000平方メートル超

アドバルーン
ぼんぼり

面積が2平方メートル以上5平方メートル未満
面積が5平方メートル以上10平方メートル未満
面積が10平方メートル以上
立看板および広告旗

電柱および街灯柱広告物ならびにこれらに類するもの
アーチ広告物
広告幕

盛土または切土

土地の面積が3,000平方メートル以内

都市計画課

面積が1平方メートル以上2平方メートル未満

その他の証明

屋外広告物許可

面積が1平方メートル未満

都市計画課

総務課
カラーコピー B４以下
カラーコピー A３
CD-R
DVD-R

情報公開および個人情報
の開示、

行政不服審査等

白黒コピー

はり紙(つり下げるものを含む。)
はり札(面積が0.15平方メートル未満)

その他
公簿、公文書および図面の閲覧

財政課
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